
論 文

大 和 国 人 戒 重 氏 考

OnKaijyu-shi,KokujinintheProvinceofYamato

朝 倉 弘

HiroshiAsAKuRA

要 旨

戒重氏は、大和国城上郡戒重(桜 井市)の 在地武士と考えられ、南北朝時代初頭 より記録の

うえにみ られる。もと東大寺領長田庄 ・他田庄の庄官であったようで、同寺衆徒でもあったと

みなされる。この両庄は平安時代にさかのぼることがで き、以来鎌倉時代をへて南北朝時代に

も存続 しているが、鎌倉時代以前の戒重氏の動 きは不明。南北朝時代には、西阿とその子木工

助 ・良円が南朝方武士 として活躍 した記録が残 されている。ついで室町時代後期以後にみられ

る。戦国時代には越智党として筒井党に対抗 したが、一時松永久秀の配下に入っていたようで

ある。天正年間織田信長により自刃 させられて滅んだものと考えられる。本稿は桜井市生涯学

習の一環としての奈良大学教養講座で平成4年11月8日 、同市まほろばセソター・で発表 したも

のである。

1東 大 寺 領 長 田庄 々 官 開住 西 阿

文 和2年(1353)の 「東 大 寺 領 大和 国 散 在 田地 井 抑 留 交 名 注 文 」 の うち の 「雑 役 庄 抑 留交 名 」

に 、
ナカタノシヤウ サイアカアト

長田庄 西阿跡

とある1)。この長田庄に同 じと考えられる欠年(平 安時代後期か)の 「長田庄雑役免坪付注文2)」

がある。同注文にみられる長田庄田地の坪付を整理すると表1の とおりとなる。郡名は十市郡

東郷である。
くゼ 　ヵ　 　　ヵ　

表1の 坪付によると、長田庄雑役免庄2町6段 は桜井市戒重、梵□□相論□分2町3段 は同

市谷(戒 重東南に隣接)を 中心とし、一部は同市桜井(谷 の東)に 散在 していたものとみなされ

る。同庄は平安時代以来鎌倉時代を通 じて存続 し2)、南北朝時代にいたっているが、この時期

長田庄々官(下 司か)に 「西阿」のいたことがうかがえる。彼は東大寺衆徒であったとみなさ

れる。 もっとも、文和2年 には 「西阿跡」(前 掲)と あり、死去 していたものか、何等かの理

由で庄官でなくなり、同庄を離脱 していたものと考えられるが、いずれとも不明である。この

点なお後述 したい。

平成4年9月30日 原稿受理
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総 合 研 究 所 所 報

〈表1>長 田庄坪付、十市郡東郷(平 安時代後期か)

内 訳 条 里 坪 面 積 段 所 在 地

東 大寺 雑役庄 23 6 31

21

25

36

5

5東

6東

10

桜井 市戒重

//

ii

//

同 市 谷

ii

同 市 桜 井

計 一 一 一 26

梵福寺相論所分 25 4

5

22

23

29

10

10

3

計 一 一 一
23

総 計 一 一 一
49

注 、=梵福 寺 は 、康 治2年(1143)の 「重誉 房 地 田地配 分 状 」(『 平 安 遣文 』2516)に

「一 処 田騨 段、在 春 日庄 内梵福 寺 野辺 字章 田」 とあ るな かに うか がえ る。春 日庄

は正 暦2年(991)の 「大和 国添 上郡牒 」(『 平 安遺文 』349)に み え る坪 付 に よる

と奈 良市 古市 町辺 りとみ な され る。

つぎに、前掲の抑留交名注文に、
カイチノケニムトフ

開治井分一町五段 ヲサ田、開治下人等 ヲサウ、
アヘ カイ トノ

三段 安陪垣内次郎 ヲサウ、
くね ヵ 　

とみえる。東大寺領 「ヲサ田」とは長寛2年(1164)の 「大和国他田庄坪付案」にみえる東大

寺領他田庄とみて違いなかろう3)。同坪付案により他田庄田地の所在を整理すると表2の とお

りである。 もっとも、同坪付案には坪付の郡名が付けられていない。この点前掲抑留注文では

「ヲサ田」庄は 「開治下人等」に抑留されたとあるが、これは開治(戒 重)の 下人等(地 下人

等)に 抑留されたとみることができる。戒重は条里の うえでは十市郡東郷23・24条6里 辺 りに

所在す るので4)、他田庄 田地の坪付の郡名を十市郡東郷 とみて整理 した。

表2の 坪付によると、他田庄 田地は桜井市戒重 ・谷 ・上 ノ庄辺 りに散在 していたものとみな

される。前掲抑留注文の 「開治井分 ヲサ田」は、他田庄が開治井氏の支配下にあったものと理

解 されるから、他田庄々官は開治井氏であったとみて差し支 えなかろう。開治井は開地井 とも

開住 ともあ り、開住西阿ともみえるので(後 述)、 東大寺領長田庄 ・他田庄々官は開住西阿で

あったとみて違いなかろう。前掲文和2年 の 「長田庄西阿跡」と 「ヲサ田開治下人等 ヲサウ」

とは一致す るものと考えられる。
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朝倉:大 和国人戒重氏考

〈表2>東 大寺 領他 田庄 坪付(長 寛2年 、1164)

領 主 条 里 坪 面 積 所 在

安 倍 寺 田 24 6 25 5段 桜 井 市 戒 重

(2町1段) 26 6 ii

36 10 //

無 主 位 田 22 5,180歩 //

梵 福 寺 田 25 4 23 10 同 市 谷

(2町7段) 22 9 //

33 8 //

権 左 中 弁 位 田 23 6 33 5 同 市 戒 重

公 田 22 5 2 9 同 市 大 福

(4町2段 6 28 5,180 同 市 上 ノ 庄

220歩) 30 10,120 //

31 5 //

32 1,100 ii

24 6 15 10 同 市 戒 重

1 34 1,180 橿原市木原町

注、 大仏供庄(上 庄)の 田地 の一部 は上 ノ庄 に あ り、条 里坪 付 はつ ぎの とお りで あ る。

十市郡東 郷22条1里28～32、36坪 、計2町2段 、22条3里3～5坪 、計1町6段 。

従 って 、大仏 供庄 の 田地 が他 田庄 と交錯 して いた わけ では ない が、 それ は平安 時

代 の ことで、 両庄 か らの加納 田の形 成 で南 北朝 時代 に は両庄 田地 が交 錯 して いた

か も知 れ な い。 同時 代 以後 戒重 氏 は大仏 供庄 に強 い意欲 を みせ るよ うにな った。

II南 朝方武士一開住西阿

『太平記』18の 「後醍醐天皇潜ニー幸芳野_事 」には、延元元年(建 武3、1336)12月 後醍醐天

皇は三種神器を自ら背負って大和内山(奈 良市)を 経て吉野賀名生へ、ついで吉野金峯山寺に

赴 き、そこを南朝行宮にしたとみえるが、このとき同天皇を迎えに参じた武士のうちに 「真木

定観 ・三輪西阿」 らが うかがえる。このうちの三輪西阿は、つぎの史料からみると開住西阿と

みて違いないものであろう。

ついで、翌同2年(建 武4年)7月 以来足利直義は吉野攻略を進めるが、同年12月 には高新

左衛門尉(師 貞か)に 命 じて 「開住西阿」を討たせた。師貞の配下 として西阿攻略に参加 した

吉川氏への直義の書状(「 吉川家什書」)は つぎのとおりである。
　 ゆカラ

開 住 西 阿 以 下 、 凶徒 諌 伐 事 、 属_干 高 新 左 衛 門 尉 手 、令.発 ニー向 南 都 一.、可.致 二軍 忠 之 状

如 。件 、
　　

建武四年十二月廿 日 左馬頭直義判
くおタゆ

吉川彦次郎殿
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総 合 研 究 所 所 報

このときは、島津宗久 も大隅 ・薩摩両国の軍勢を率いて西阿討伐に出撃するよう、足利直義

から催促を受けている(「 薩摩文書」)。

その後、暦応3年(1340)3月 足利直義は麻生宗教に丹波守護仁木頼章に従って、吉野への

通路を警固 し、そのなかで西阿を討つように命 じている(「 麻生文書」)が 、これによると前

記建武4年 の高師貞の西阿攻略にも拘 らず、西阿は、その後 も幕軍に抵抗 していたことが うか

がえる。なお、西阿の拠地は、当時の吉野にいたる入口に相当す る地域、つまり吉野の前衛基

地であったものとみなされる。足利直義の、筑前の麻生宗教への軍忠催促状はつぎのとお りで

ある(「 麻生文書」)。
　ゆ　

吉 野 通 路 関 所 警 固 、 井 西 阿 以 下 凶 徒 諌 伐 事 、 所 。差 ニー遣 仁 木 伊 賀 守 一也 、相 ニー催 一 族 一、 不

日令 二発 向_、 可 。致二軍 忠_之 状 如.件 、

暦 応 三 年 三 月 十 二 日
　　な　

麻生左衛門次郎入道殿 花押(直 義)

この麻生軍派遣の結果 も明らかではないが、同年10月 西阿が興福寺領大仏供庄(上 庄か、注1

1)以 下を押領 し、年貢をも抑留 したため、興福寺は春 日神木を動座 して木津 にいたり、北朝

に西阿の大仏供庄以下の押領等を止めるよう求め、さらには入洛の動 きもみせた。これに対 し

北朝は同年11月 には関白一一条経通に神木入洛を思いとどまるべく長者宣を興福寺に下すよう指

示する一幕もあった(r玉 英記抄』8日 条)。 なお、興福寺領大仏供庄以下の押領等については

『古今最要抄』に、

当国々民西阿法師、当寺社領押妨、就中維摩大会料所大仏供庄以下土貢一向抑留之故也、

とみえる。
　とむ　

その後、幕府 も翌暦応4年 正月になると漸 くにして腰をあげ、足利直義は佐々木近江入道を

派遣 して西阿を討たせた(「 朽木文書」)が 、ついで、さらに同年2月 には讃岐守護細川顕氏

の軍勢も西阿討伐のために発向し、 ここに激 しい攻防戦が繰 り返 された。

細川顕氏は、暦応4年2月 西阿の拠城(戒 重城)近 くの 「安陪山」(桜 井市)に 陣を構えると、

西阿軍が攻め寄せて きたので合戦になったという。翌3月 には細川勢が西阿方の 「河合城」(

桜井市)を 攻めると、4月 には、また西阿軍が攻撃を仕掛けるといった具合で相互に攻防が繰

り返 されたようである。そ うしたなかで、6月 には 「中八城」 「竹城」(大 福竹市か)、7月

には 「開地井」の 「城」5)に 迫 り、 さらに 「外鎌嶺城」(忍 坂 トガマか)を も攻めたという(

「田代豊前三郎顕綱申軍忠事」、 「田代文書」所収)。

そのほか 「渡辺源四郎実軍忠事」(r轟 簡集残篇』所収)に は、前記諸城のほかに 「安房城(

粟殿か)・ 鶏城(外 山)・ 赤尾城(赤 尾)」 も 「没落」(陥 落)し たという。なお、 「小山文書」

(和歌山県、小山弥八郎蔵)に は、 「小山法橋浄円」が 「戒重合戦」に参加 した旨が記 されてい

る。戒重は現在の桜井市戒重に同 じ文字であるが、当時 も使用されていたことが確認できる。

また、 「天野安芸三郎遠政申和州軍忠事」(「 天野文書」所収)の 暦応4年(1341)に は、

七月二日夜、開地井凶徒没落之間、於二責ロー致二散々太刀打_、 木工助若党二人侍従房、+

郎令二分捕_畢 、則被。進二京都_之 間、所.被.懸 二六条河原_也 、
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朝倉:大 和国人戒重氏考

とある。ここにみえる木工助は 『古今最要抄』には 「西阿嫡子杢助以下、為二武家一被二打取_之
くぱお

間、同四年八月十九 日御帰座」とみえるので、木工助は西阿の嫡子であり、木工助自身も、若

党二人が生捕られたあと、おそらく間 もなく打ち取られたものと考えられる。なお、前記 した

春日神木も8月 には帰座になったことも知 られる。

以上の記述で西阿軍の敗北は明らかとみなされるが、西阿 自身の生死は不明である。そのほ

か、前記 「天野文書」には 「石原 田要害」(橿 原市)も みえ、西阿は桜井市から西方橿原市に

かけて横大路に添 う形で城郭、要害を構え、吉野への前衛を構築 していたものとみなされる。

III南 朝方武士一開地井良円

西阿の嫡男木工助が暦応4年7～8月 に打たれたことは前記 したが、西阿にはいまひとり子

息がお り 「良円」 といった。貞和3年(正 平2年 、1347)の 「興福寺造営料大和国段米田数井

済否注進状」(r春 日大社文書』796)に 良円が興福寺領庄園の段米抑留をおこなっている状況

についてつぎのとおりみえる。
　ゆき　

江裏庄 十九町三段小 段米五石八斗

弁 二石五斗六升

S三 石九斗四升

開地井良円抑留之云々、

海住開地井良円房称申子細令抑留之、
こ ぐ ミ ぐ ぐ ぐ モ ぐ ぐ モ ぐ ぐ ミ ミ ぐ ぐ

とあるが、良円は江裏庄(桜 井市江包)の ほか大田庄(同 市太田)・ 院入(同 市芝)に おいても

造営段米の抑留をおこなっている。いずれも桜井市北部の庄園であって、同市中部の戒重等と

は多少距離がある。また良円は上記3か 庄の庄官であったかどうか明らかでないが、いずれの

場合も造営段米は0部 を 「弁」 じ、0部 は 「難渋」とあるので、おそらく3か 庄の庄官であっ

たものと考えられる。

また、同注進状は興福寺大乗院領分の記録であ り、造営段米の徴収は同寺寺務がおこなった

ものであるが、いずれ も北朝方であった。 この点年号 も 「貞和」 とあり北朝方のそれである。

つまり、良円は後述のとおり南朝方であったので造営段米の納入を渋 っていたものとみなされ

る。

つぎに、良円が南朝方であった点については、翌貞和4年 正月5日 の河内四条畷の合戦にお

いて楠木正行兄弟 らとともに、高師直 ・佐々木道誉 らの軍 と戦って戦死 している。 「阿蘇文書」

正平3年(貞 和4年)3月13日 条に、
くカロ　 く ぬ 　 　 　 　 　 　 　

楠木正行兄弟、わたの しんほち、開地井良円、あをやの刑部、是はよしのL衆 、以上廿七

人正月五 日損命事実正にて候、

とあるなかに開地井良円がみえる。なお、前掲文和2年 の抑留交名注文には 「長田庄西阿跡」

とあったが、文和2年(1353)は 良円戦死(正 平3年 、1348)よ りなお5年 後のことである。西

阿は、場合によっては良円よりも後まで存命 していたかも知れないが不明である。 しかし、お

そらく文和2年 には西阿も死去 していたものと、いちおうみなされる。戒重の地下人 らが占拠
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総 合 研 究 所 所 報

押留 していた(前 記)こ と、以後西阿の記録のみ られないことによる。その後についても文安

4年(1447)ま での95年間一うち南北朝時代約40年間、ついで室町時代の後南朝方の反抗があっ

たが、戒重氏の動 きはみ られない。 どうなっていたものか不明。 しかし文安4年 には 『経覚私

要妙』9月14日 条に戒重氏が興福寺配下武士として うかがえる。それは興福寺が、東大寺領に

春 日社造営棟別銭を賦課 したところ、東大寺はこれに反抗 したので、興福寺配下武士が東大寺

を襲い、僧舎を壊 し、数人を殺害 した事件のなかで戒重某は南大門攻略を担当 している。つぎ

のとお りである。

東大寺発向手宛様、

南大門 長谷川党、戒重、南不開門 楢原、倶　羅、立野、平等坊(下 略)

W戦 国時代の 「戒重」氏

1『 大乗院寺社雑事記』文明13年(1481)7月23日 条に、
くはカ　

今 日戒重責也、寄衆筒井 ・箸尾 ・十市各被二追散_了 、多武峯勢共同被二追敏一了、

とみえる。これによると、管領畠山政長 と結ぶ筒井党の筒井 ・箸尾 ・十市 ・多武峯寺衆徒が戒

重氏を戒重城に攻めたが敗北 し、追い散 らされた状況がうかがえる6)。

南北朝時代筒井氏は北朝、幕府方であったが、箸尾 ・十市 ・多武峯寺は南朝方にあったもの

である。それが戦国時代には筒井党の うちに移って、南北朝時代には同じ立場(南 朝)に 在っ

た戒重氏を攻め、而 も敗北 しているのである。戒重氏は戦国時代にも、それ以前と同 じで河内

守護の畠山義就と結ぶ越智党にあったものである。南北朝時代以来南朝方であった越智氏と結

んでいる点で筋を通 している状況がうかがえ注 目される。

大和国中部地域の武士は、南北両朝のうちいずれの方となるかについては、微妙なものが絡

んでいたようであるが、室町時代にな り南朝が消滅す ると後南朝の動きはあったにせよ、中部

地域の武士は幕府 より圧力の強化 もあ り、幕府方となるものが多かった。前記箸尾 ・十市氏の

ほか高田氏も、いずれもそれぞれの形で幕府方となり、筒井氏の配下に入ってゆ く7)。

なお、文明13年 といえば、応仁の乱に続 く時期で、大和では、同乱以来越智党が有力な時期

で、没落 していた筒井党が支配を挽回 しようとして越智方の戒重氏を攻めたが敗北 したもので

あろう。こうした動向はその後 もなお続 く8)。

2つ ぎに戒重氏の、興福寺寺務領大仏供庄(上 庄)9)へ の違乱について触れよう。同庄への

開治井氏の押領等は暦応3年(興 国元年、1340)で あったが(前 記)、 戦国時代にも同庄の年貢

抑留をおこなっている。欠年の 「興福寺学侶集会事書」(r春 日大社文書』107)に は、

大仏供庄御米、戒重方従二先年_違乱之条、令.処二寺敵_之処、彼方之儀可.被二申達_之 旨種々

披露間、相二出名字_処 、其方拘候中、尚以、連々押妨之間、一角可.被 。成。働之処、無沙
　セむ　

汰之条、既及ニー厳重之調伏_、於二此上_者 、可二取向進発一候条、家頼覚悟事、

とみえる。 この記録は、時期的には後述のとお り天文初期(1532～)と 推測 されるが、戒重某

は、おそらく庄官 として興福寺大仏供庄年貢を、先年以来抑留 していたものとみなされる。 こ

れに対 し興福寺は籠名をもって対処 していたが、越智家頼が両者を仲介 して、戒重某の意向を
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伝えたので籠名を解除して出名をしたが、戒重某はなおも年貢抑留を続けるので、この際厳重

に調伏す る必要がある。また、家頼は戒重に発向すべきである旨が集会において決議されたこ

とがうかがえるo

しかし、家頼の戒重発向が一向に実行 されないのに業を煮や したものか興福寺は幕府に訴え

たようである。幕府では細川晴元が管領 として実権を掌握 していたが、晴元は被官の木沢長政

に戒重発向を命 じたものとみなされる。長政から興福寺供 目代に宛てた天文5年 と考 えられる

書状(r春 日大社文書』147)に は、

就二戒重御成敗之儀一為二上意一被。成二御下知_、 重被二仰出_候 、柳以不レ存二疎略_候 、於二始

末_者 、猶中坊美作法橋房江加二談合一可二申入_候、委曲御使節へ令.申 候趣、宣下令二披露一給

上候、恐々謹言、
く　 　 5ギ 　

壬十月六日 長政(花 押)

興福寺供目代御房御返報

とみえる。これによると戒重某成敗の御下知は重ねての仰せであ り、疎略には扱わず、早速中

坊美作守と相談の上、戒重某に年貢上納を申し入れるので、その点集会において披露 していた

だきたい旨が記 されている。その後の長政の処置と して 「享禄天文之記」(内 閣文庫蔵)天 文

7年 正月25日 条には、

信貴山ニテ戒重殿打殺ス、

とある。 これによると、木沢長政は戒重某に大仏供庄の年貢上納を求めたが、なお無沙汰する

ので、発向のうえ捕え、信貴山城において処刑 したものと考えられる。殺 されるに到 るまで年

貢納入をおこなわない理由は推測 しがたいが、そこにどんな理由があったものか詳かにならな

い。ともかく成敗 されたものである。

もっとも 「享禄天文之記」によると、戒重某が信貴山城で処刑される前年7月 木沢長政は越

智討伐をもおこなっている10)。長政の越智討伐の理由は明らかでないが、越智家頼の前記の戒

重発向の遅延を興福寺への反抗とみての討伐であったものか、詳細は詳かでない。

この時期は、前記の木沢長政の戒重発向に際 しては十市遠忠が協力 している11)。興福寺 との

関係も、戒重発向を行ったのであるから悪かった筈はなさそうで、いわば、木沢長政は大和に

腰を下ろした格好にみえるが、実は管領細川晴元は長政を大和守護として大和に入 らせていた

ようでE)、 彼は被官を諸庄の閾所地に給人として宛行ってもいた13)。さらに云えば、長政は大

和一国の征覇をねらっていたものとも考えられる。そうしたなかでの越智討伐、戒重某成敗で

あったものか。それに しても戒重某の非妥協さも感 じられる。また、大仏供庄は戒重氏にとっ

ては、南北朝時代以来の問題の地域であり(表2の 注)、 妥協の余地はなかった もので、興福

寺の指示による殺害であったかも知れない。または細川晴元の意向であったものか、とにかく

長政書状に成敗とある。

3そ の後、 『多聞院 日記』永禄10年(1567)6月17日 条に、

戒重城可。責 トテ漏寺悉以陣立了、越智伊予守自身出陣、惣寺蓮花会始テ悉以会式打置如.

此云々、急度落居 も不審 ト、
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とある。実は永禄2年 以来三好長慶の部将松永久秀が京都から大和に侵入 しており、前掲史料

は以来9年 目に相当するものである。この年永禄10年10月10日 には東大寺大仏殿が炎上 してい

る19)。史料の6月17日 の直前の6月5日 には、筒井軍が奈良町の院坊(塔 頭)で ある竜花院方

発心院 ・中蔵院 ・千手院 ・大聖院 ・安養院 ・谷坊 ・慈明坊に陣を取って松永勢 と対峙 していた

(r多 聞院日記』同日条)。 すると、史料と同じ6月17日 には、夜 より松永 ・箸尾軍が筒井郷内

の椎木 ・小泉辺(大 和郡山市)に 放火 してい る(同 記、18日条)。 云はば、筒井軍が奈良町に陣

取ると松永軍は筒井方支配圏に放火す る始末であったが、前掲史料はこうした状況のもとでの

戒重攻略であったものである。 この限り戒重氏は松永方にあったものと推測される。

というのは、2年 前の永禄8年10月 松永方部将の竹内下総守が大和南方へ出陣 し、釜 口(天

理市)に 本陣を構 えて竜王山城(同 市)・ 小夫城(桜 井市)・ 外山城(同 市)を 攻略 している(

同記、11～13日条)。 外山といえば戒重の東方2キ ロ足 らずである。記録には見えないにして

も戒重氏も松永方に転じたものとみなされる。とくに戒重氏は、当初から松永方となっていた

古市氏と親 しい関係にあったから15)、この際は戦わず して松永方 となったかも知れない。

ところで、前掲史料で戒重氏を攻略 したと考えられる 「浦寺悉以陣立」とは、多武峯寺衆徒

の出陣であろう。勿論戒重攻めである。そのほか 「越智伊予守 自身出陣」とあるのは戒重攻め

かどうか判断がむつか しい。越智氏が戒重氏と親密であったのは南北朝以来と考えてよかろう

16)。また、天文15年10月 には越智氏は筒井順昭に本拠貝吹城を陥れられている(同 記、10日)。

この時以来筒井 ・越智両氏の対立は続いていたものであろう。而 も南北朝時代以来協力関係に

あった戒重氏攻略は、越智氏にはできがたかったろう。 もっとも戒重攻めは以後記すところが

ないようで、結局は中止になったものと、いちおうみなされる。

4『 多聞院日記』天正6年(1578)10月8日 条に、

此間筒順十市城迄出陣也、戒重、大仏供不.随 故也 ト云々、

とみえる。前掲永禄10年 の戒重攻略以後 も同氏は存続 し、筒井順慶に対抗 している状況がうか

がえる。 この大仏供 とは南北朝時代以来の大仏供(大 仏供上庄)に 戒重氏が宛行った武士の こ

とであろうか。 この天正6年 の時期は、同4年 以来筒井順慶が織田信長の配下にあって大和守

護 となっていた時期である。また、松永久秀は翌同5年10月 織田勢によって信貴山城に攻めら

れ自刃して終っている。つまり、大和守護筒井順慶 によって大和が統一 されてゆくなかでなお

も抵抗 しているのが戒重氏であるとみなされる。もっとも、前記の筒井軍の戒重攻略によめて

戒重某も帰伏 したかも知れない。ついで天正8年8月 織田信長から大和0円 について指 し出し

の指示があった。それは国人の所領のみならず寺社領をも対象としたもので、 「田畠 ・屋敷 ・

山林柳 も隠置 く」(r多 聞院日記』)こ となく報告させたものであるが、それは下記のとおり

である(同 記、10月22日条)。

八千石多武峯、三百石釜 口、九百石){山 、千三百余法隆寺、此外堂方七百石計歎、二千石
(1しカ　

薬師寺、千五百石東大寺、一万九千石当寺、此外千三百石0乗 院、七百五十石大乗院、九

百石神人、五百石社中、0万 四千石箸尾郷、三千五百石片岡、0万 二千石越智、三千石ナ

ラ中地下八百石也、千三百五十石十後室六分一、三千石高田、二千石岡、千五百石戒重、
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くさね　
五百石大仏供、百石キビ、百石河合、

とある。ついで同記同月28日 条には、

辰貝ノ過二戒重於二金蔵院_、 岡弥二郎ヤケア トニテ、大仏供新屋、高田藤七郎中坊ニテ、

以上四人生害了、滝川ハ岡へ下、順慶ハ高田へ、戒重 ・大仏供へ惟任下了、経ヤ先、仏ヤ

先沈思々々、17)

とある。戒重以下の者は信長によって自害させられたことが うかがえるが、その理由は明らか

でない。差 し出 しのあと数 日のことからみると、差 し出 しに偽 りの報告を したためとも考えら

れるが明らかでない。松永方となったためかとも考える余地 もあろうが不詳。

注

1)日 本地名学研 究所(奈 良市)蔵 。ル ビは原本 に施 されてい るもので ある。

2)『 東 大寺文書 目録』第一部第 廿四(雑 庄)の360号 。 なお、文 治4年 正月23日 付の 「大和 国長 田荘 在

家注 文」(『 鎌倉遺文』302)に は 「下司僧慶尋」 とみ える。 同庄 はその後 も東 大寺領 と して存続 し

てお り、元応2年(1320)6月12日 付の 「東大寺大仏殿長 日仏餉 田注文 」(『 鎌倉遺文』27507)に

は 「本願勅施 入之 田地 、在大和国」の うちに、 「長 田庄三町二段之内庄沙汰人一段 、定使給二 段半荒

畢、仏餉料二 町入段半一段別一斗五升八合」 とある。沙汰人 らの名前は不明であるが、鎌 倉時代末期

までの存続 が うかがえる。 なお 『奈良県史』10。

3)『 平安遺文』3271。 『奈 良県史』10。

4)戒 重 は、地理的 には当時城上郡 に属 して いた。

5)戒 重 には字城 ノ内がある。 古 くそ の西東 に堀が あった。 ここが城跡であろ う。

6)『 大 乗院 日記 目録』文 明13年7月23日 条には 「戒重責也 、筒井 以下三 人不.知二行方_、 福住発 向了」

とみえ、戒重軍 は逃 げる筒井軍 を追 う形で福住 に発向 したもの と考 えられ る。福住 は筒井氏の没落先

とみなされる。

7)『 奈 良県史』11、 大和武士。

8)同 上。

9)注11参 看。

10)『 享禄天文之記』天文6年7月29日 条 に 「木沢越智方 へ取懸事」 とある。 また 『畠山家記』同年条 に

もみえる。

11)「 遠市遠忠請状」(『 春 日大社文書』81)に 、

就二大仏供上庄違乱之儀_、 戒重左近将監御成敗之硬、為二忠節之恩顧 一、彼庄外護 公文職蒙。御許可一

候 、面 目之 至候 、傍外護給弍拾石之外、於一庄家.柳 無二競望混乱之儀 、毎々任一旧記之 旨 、庄家防
ほ 　

禦 之儀 、 不.可 。存 二疎 意 一之 由、 御 集 儀 之 旨、 得 其 意 候 、 為 一後 証 請 状 如.件 、

(t!t)

天文 七年戊戊二 月廿 九 日

十市兵部 少輔

遠忠(花 押)
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供 目代御房

とある。

12)『 奈良県史』11の211頁 。

13)同 上、11の211頁 。

14)『 多聞院 日記』 同 日条には 「丑剋大仏殿焼了、猛火天二滞、サ ナカラ如二雷電一、一時 二頓滅 了」 とあ

る。

15)『 多聞院 日記』天文13年7月18日 条 には、戒重 と川合の 「喧花 」についての記録 がみ える。 これは単

な る喧嘩 ではな く合戦 とみて よい もの と考え られ るが、 このと き古市氏 と小泉氏 が戒重方 に協力 し、

両者 と も戦死 して いる。 この三者 は南北朝時代以来南朝 方であ り、それだけに協力 しあう関係 にあ っ

た ものとみ なされ る。

16)い ずれ も南朝方で あった ことによる。

17)『 蓮成院記録』天正9年8月7日 条には上記4人 のほかに 「吉備」 も成敗 された とみ える。
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